
【アドバイザー派遣事務の流れ】

総会後≪６月中旬頃≫

地域振
興局等

①要領・様式の発送
県庁 市町村

ＪＡ
②アドバイザーの
選出、日程調整等

アドバイザー

発送後１か月程度の期間
≪～７月≫
③派遣要請書の提出（※１）

県庁 市町村

ＪＡ

≪～８月初旬≫
④派遣決定通知書の発送

≪派遣決定通知後～２月≫
⑤アドバイザー派遣 アドバイザー

≪派遣後１カ月以内≫
県庁 市町村

⑥派遣成果報告書の提出（※２）

ＪＡ

⑦報酬・旅費の支払
（口座振り込み）

アドバイザー

※１ 日時やアドバイザーが確定できない場合、その欄は「未定」でもＯＫ。

但し、その場合は、アドバイザー確定後、速やかに記入し、派遣要請書を提出ください。

※２ 成果報告書はアドバイザー派遣終了後速やかに提出してください。

また、研修状況の写真をデータで提出ください。

報告書の確認後、アドバイザーへ旅費等を支払います。
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負担する報償費は、10,000円／時間かつ30,000円／日以
内,  旅費は、10,000円以内

地域振
興局等

派遣交渉
（加工グループ
自ら選出・依頼
を行います。）

（地域振興局等、市町村、JAへは写しを送付）


